
四半期ごとに配布する社内報の活用 
  →社内のイクボス、男性社員の子育ての様子、結婚した社員等を紹介し、    
    社内のコミュニケーションの活性化につなげている。 

連休に合わせた年次有給休暇の取得奨励日の設定 
   →（例）10月7日（土）、10月8日（日）、10月9日（月・祝）とすると、10月6日（金） 
          または10月10日（火）を奨励日とすることで、4連休となる。 

結婚記念日休暇、誕生日休暇の実施 
 

業種 
 専門サービス業  社会保険労務士 山田事務所 

 ②  

 代表者名 

 所在地 

 職員数 

 設立 

 事業内容 

代表 三井 敏彦 

金沢市鈴見台1-5-14 

6人 （男性 3人、 女性 3人）    ※平成30年10月時点 

昭和59年 

社会保険手続き代行、労務管理サポート、人事コ

ンサルティング 

主な制度、取組内容 

 ③ 多様な取組による年次有給休暇取得の促進 ③ 男女別の仮眠休憩室の設置 

 ④ ワークライフバランスの推進につながる風土づくり 

① 多様な取組による所定外労働の削減 

徹底した業務の共有化 
  →・月例ミーティングの際に、顧問先企業様の情報、各職員の役割分担等を共有することによって、 
     業務の属人化を防ぎ、特定の職員に業務が集中し、残業が発生しないように工夫。 
    ・事務所の今後の方向性を全職員で常に確認することにより、職員が計画的に業務を行うこと 
     が可能となり、突発的な残業を抑制。 
     

IT等を活用した業務効率化 
  →・クラウドシステムの導入により、直接手渡しで行っていた顧問先企業様の重要な書類をデータ 
      で安全に受領できるようになり、移動時間が減少。 
     ・各職員のスケジュールや日報等のスムーズな情報共有が可能となるグループウェアの導入 
    ・グループウェア上の日報に１日に実施する予定の業務を記入する等、徹底した業務の共有 

     化により、職員が家庭の事情等で急に休む場合でも、スムーズに対応可能。  

② 事務所内のバーを活用した所内ミーティング等の実施 

④ 定期的な所内勉強会の開催 

職員が話やすくなるよう開催していた毎月の定例会議を事務所内に設置したバー
で実施できるようになり、移動時間が不要となった。 

職員からの要望を受け、午後から効率的に
業務を行うため、仮眠ができる男女別の休
憩室を設置 

顧問先企業様等から問い合わせが多いテーマについて、職員全員で勉強会を開催す
ることによって、職員全員が顧問先企業様等にスムーズに対応できるように努めること
で、業務効率化につなげている。 11 


